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新年会のご案内

群馬県中央会
　恒例の新年会を下記のとおり開催します。詳細
につきましては、追ってご連絡いたします。
開催日　令和８年１月27日（火）
場　所　前橋市　前橋商工会議所会館
※新春トップセミナーも同時に開催予定です。

令和８年１月施行！
～下請法は取適法へ～

公正取引委員会・中小企業庁
　「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業
振興法の一部を改正する法律」が公布されました。
本改正は、令和８年１月１日から施行され、法律
名もそれぞれ「製造委託等に係る中小受託事業者
に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
（略称：中小受託取引適正化法、通称：取適法）」
と「受託中小企業振興法」に変更となります。
　近年の急激な労務費やエネルギーコストの上昇
を受け、発注者・受注者の対等な関係に基づき、
事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図
るための見直し措置や支援など、取組みが強化さ
れます。

問合せ　公正取引委員会　事務総局
　　　　　経済取引局　取引部　企業取引課
　　　　　☎03-3581-3375（直）
　　　　関東経済産業局
　　　　　産業部　適正取引推進課
　　　　　☎048-600-0325（直）

自動補捉式はかりの使用制限の開始に係る
検定の早期受検について

群馬県計量検定所
　取引・証明に使用する場合は、指定検定機関に
よる検定を受検し、検定証印が付された自動捕捉
式はかりを使用する必要があります。
　以下の基準日以降の使用に制限が付されます。
　■新たに取引・証明に使用するはかり
　　〈令和６年（2024年）４月１日から〉
　■既に取引・証明に使用中のはかり
　　〈令和９年（2027年）４月１日から〉
　使用の制限が開始される前年の令和８年（2026
年）度に検定申請が集中すると予想されます。
　早期（令和７年（2025年）度中）
の検定受検をご検討ください。
問合せ　群馬県計量検定所
　　　　☎027-263-2436

◆商工中金金融相談所スケジュール
　前橋支店　　　営業日の９：00～ 15：00

＜編集後記＞
◆NBA（北米男子プロバス

ケットボールリーグ）が開幕しました。見始めてか
らかれこれ15年近くになります。少し前には渡
邉雄太選手、最近では八村塁選手、河村勇輝選手
と日本人選手がその舞台で真価を発揮しており、
活躍のニュースに感嘆する日々です。
◆私の推しチームは、カリフォルニア州に本拠地
を置くチームです。一度は現地でその熱気を体感
してみたいと思いますが、時間的にも金銭的にも
厳しく、愁嘆しております。
◆私自身、社会人チームでプレーしていますが、
競技の進化に驚嘆しています。今年開幕80年と
なったNBAのこれからの深化が楽しみです。
◆本会は来年70周年を迎えます。節目の年にな
りますが、個人としては気を引き締め直し、邁進
していきたいと思います。
◆末尾になりますが、本年も皆様には大変お世話
になりました。来年もどうぞよろしくお願いいた
します。　　　　　　　　　　　　　　　（H.T）

「知っておきたい制度改正
のポイント」ガイドブック

YouTubeでも解説しています
（公正取引委員会チャンネル）

詳細はこちら

取適法の概要

取適法の内容や詳細なガイドブックについては、
公正取引委員会のウェブサイトを御確認ください

取適法リーフレットNo.01 令和７年８月

適用対象取引

義務・禁止事項

対象取引 取引の内容 資本金/従業員基準

①取引の内容と②資本金基準又は従業員基準から定めています

⚫ 「製造委託」「修理委託」「特定運送委託」
⚫ 「情報成果物作成委託」「役務提供委託」（プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理に限る）

委
託
事
業
者

資本金３億円超

資本金１千万円超３億円以下

従業員300人超

中
小
受
託
事
業
者

資本金３億円以下

資本金１千万円以下

従業員300人以下

⚫ 「情報成果物作成委託」「役務提供委託」（プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理を除く）

委
託
事
業
者

資本金５千万円超

資本金１千万円超５千万円以下

従業員100人超

中
小
受
託
事
業
者

資本金５千万円以下

資本金１千万円以下

従業員100人以下

義 務 項 目 具 体 的 な 内 容

① 発注内容等を明示する義務 発注に当たって、発注内容（給付の内容、代金の額、支払期日、支払方法）等を書面又は電
子メールなどの電磁的方法により明示すること

② 書類等を作成・保存する義務 取引が完了した場合、給付内容、代金の額など、取引に関する記録を書類又は電磁的記録と
して作成し、２年間保存すること

③ 支払期日を定める義務 検査をするかどうかを問わず、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のでき
る限り短い期間内で支払期日を定めること

④ 遅延利息を支払う義務 支払遅延や減額等を行った場合、遅延した日数や減じた額に応じ、遅延利息（年率
14.6%）を支払うこと

禁 止 項 目 具 体 的 な 内 容

① 受領拒否 中小受託事業者に責任がないのに、発注した物品等の受領を拒否すること

② 支払遅延 支払期日までに代金を支払わないこと（支払手段として手形払等を用いること）

③ 減額 中小受託事業者に責任がないのに、発注時に決定した代金を発注後に減額すること

④ 返品 中小受託事業者に責任がないのに、発注した物品等を受領後に返品すること

⑤ 買いたたき 発注する物品・役務等に通常支払われる対価に比べ著しく低い代金を不当に定めること

⑥ 購入・利用強制 正当な理由がないのに、指定する物品や役務を強制して購入、利用させること

⑦ 報復措置 公正取引委員会、中小企業庁、事業所管省庁に違反行為を知らせたことを理由に、中小受託
事業者に対して取引数量の削減・取引停止など不利益な取り扱いをすること

⑧ 有償支給原材料等の対価の早期決済 有償支給する原材料等で中小委託事業者が物品の製造等を行っている場合に、代金の支払日
より早く原材料等の対価を支払わせること

⑨ 不当な経済上の利益の提供要請 自己のために、中小受託事業者に金銭や役務等を不当に提供させること

⑩ 不当な給付内容の変更、やり直し 中小受託事業者に責任がないのに、発注の取消しや発注内容の変更を行ったり、無償でやり
直しや追加作業をさせること

⑪ 協議に応じない一方的な代金決定 中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、必要
な説明を行わなかったりするなど、一方的に代金を決定すること

委託事業者には、４つの義務と11の遵守事項が課されています

取適法ガイドブック
取適法関係情報

（公取委ウェブサイト）

（いずれかの基準に該当すれば適用対象）


